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第 ２３ 回 倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会議事録 

                  （継続審議） 

議事（要旨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２７年１月２１日（水） 

１０：００～１２：１５ 

場所：倉敷駅周辺開発事務所 

               ２階 会議室 
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第 ２３ 回 倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会議事録（継続審議） 

平成２７年１月２１日（水） 

１０：００～１２：１５ 

於 倉敷駅周辺開発事務所 

２階 会議室 

 

【出席者】 

委 員  ； 小野（質）会長、森山副会長、荻野委員、陶浪委員、鳥越委員、 

(有)三和硝子工業所、小野（年）委員、小野（太）委員、 

守谷委員、藤原委員 

 

事務局  ； 久本局長、小西部長、山路次長、潮見所長、小原副参事、 

山本次長、鳩課長主幹、光枝主幹、三宅主任、佐藤主任 

 

傍聴者  ； ０名 

 

【審議会会議内容】 

  １ 開 会 

  ２ 会議の成立宣言 

  ３ 報告事項 

（１）「審議会の会議の公開要領について」 

（２）「（都）寿町八王寺線道路工事について」 

  ４ 審議事項 

    （１）第１３号議案「仮換地の指定について」 

５ 閉 会 
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【議事】 

 

   （◎会長 ○委員 ●事務局） 

 

１ ●： 

 

 

  ●： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎： 

 

 

 

 

開 会 

 

 

 まず、再開に際しまして、会議の成立要件の確認でございますが、本日の会議の出席

者は１０名でございますので、土地区画整理法第６２条第３項の規定によりまして会議

は成立いたしますことをご報告申し上げます。 

 また、本日の審議会は事前にお配りしております開催通知の残りの議題として報告事

項１件と審議事項１件を予定しております。前回の審議会でもご説明いたしましたよう

に、本日の審議会も約２時間を目途に、１２時には終了できるように事務局として努力

してまいりますので、審議会委員の皆様ご協力をよろしくお願いをいたします。また、

会長におかれましてもこの点ご理解をいただき、議事を進行していただきますようよろ

しくお願いをいたします。 

 それでは、これより議事に入らせていただきますが、会議録作成のため、会議を録音

させていただきますこと及び会議状況を写真にて撮影させていただきますことをあらか

じめご了承いただきますようよろしくお願いをいたします。 

 また、本日の審議会は前回の第２３回の継続審議として開催させていただいておりま

すので、議事録の署名委員は前回会長より指名していただきました鳥越委員と有限会社

三和硝子工業所委員に引き続きお願いをいたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会会議規程第２条第２項の規定に基づ

き、会長が会議の議長になることと定められておりますので、これより小野会長に議事

進行をお願いいたします。 

 なお、審議に先立ちましてご案内しておりましたように、本日の審議会では審議事項

として「仮換地の指定について」をご審議いただくようになっております。お手元に審

議資料を配付いたしておりますが、こちらの資料につきましては審議会終了時に回収さ

せていただきますので、よろしくお願いをいたします。それでは、会長、よろしくお願

いします。 

 それでは、皆さん明けましておめでとうございます。ちょっと遅いですけれども、一

応本年初めてということで。先ほど司会の方からも話があったのですけれども、司会の

方が説明するのですが、こういう事前に今日のシナリオをもらっているのだけど、この

中の私の喋るところを大分喋られたのですが、他意はあるのないの。 

２ 会議の成立宣言 
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 他意は全くございません。 

 前回は１２月２４日ということで、報告事項が３件、審議事項が１件ということで、

報告事項１件が議事録のこと、２番目が軽微な変更の考え方について、３番目が八王寺

都計道路のことについて、審議事項が第１３号議案ということで案内があって、前回、

片が付かずに今回へということと、前回の報告事項等で■■委員の方からのお話があり

ましたことについてだったのですが、議事録の署名の有効性の問題だとか、軽微な変更

の考え方について、倉敷市区画整理事務所の方と会長、副会長等で話をして欲しいとい

う話がありました。１月７日の日に私の方で、自宅へ来ていただけるということだった

のですが、こちらの方へお邪魔をして、有効性等について話をし、確認事項等ですね。

それはそれなのですが、その話を前提とした上で１月１５日付の倉開第１７８号の今回

の継続審議開催通知というものが送られてきました。審議会委員の私宛ということで来

たのですが、この３番、報告事項のところの（１）、（２）については（前回終了）と

いうように、何でもかんでも前へ行っている、行こうとしているというようなことが私

の目から見れば作為的に記録されているように思うのですが、これは協議事項等もあっ

たりしたのですが、「何でもかんでも済みましたという態度をとらない」ようにひとつ

要望しておきます。いわゆる１月７日の話し合い等で確認したことについての話を報告

事項の結果という形で私の方から簡単に、それに対しては区画事務所の方で補足等あり

ましたら、後で発言等お願いいたします。 

 前回の１２月２４日の■■委員からの話、例の審議会の議事録の内容についての取り

扱いということで、その有効性等についての問題提起がありました。その確認、■■委

員からお詫びをするという話もあったのですが、私は協議をして、会議の公開要領だと

か審議会の会議規則等を読んだりしたのだけど、特に■■委員がお詫びしなければなら

ないようなことはされていないという認識を持っております。この公開要領について基

本的に市の方とすれば従前どおりのやり方等でやって欲しいという要望だったのです

が、いわゆる署名と捺印とその議事録署名日時、さらにはその作成日、この辺のことに

ついての日にち等はどうするか、有効性はどうするかということについて審議会の会議

規則、平成１９年８月１５日付の訓令第２９号というのと、併せてその時に公開要領と

いうものを改めて見せていただきまして、協議等いたしました。 

 基本的に会議の内容については当然のことながら、いわゆる事実が記載されているか

どうか、点、が、は、をひっくるめた文章上の単なるミス等については訂正等があって

もいいだろうというようなことの確認をとりました。署名と捺印をはじめとしての審議

会の議事録の有効性についての話の段階で、問題として確認をしたのが、最後の署名欄

の日付をいつにするかということ。要するに会議の日の後２カ月経ったということもあ

りますが、あとその会議録をどのような日程等で作っていくかというようなことでの日
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◎： 

●： 
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●： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

程、いわゆる経過日数等についての話等もしました。公開要領の４番、会議録の作成、

公開の（１）のところで、会議録は事務局として会議終了後１カ月以内に事務局が作成

すると、会議規程によると会長が作成するとなっていますが、現実的な録音、記録、筆

耕等を含めましては事務局が作成すると、こうなっております。これが大幅に延びたり

しているということもあったりします。これもなるべく終了後１カ月以内を目途に作成

しようということの確認をとりました。署名日については、最終署名者が署名押印をし

たという時点の日付をもって書くということの確認がとれたと認識しております、事務

局としてそれでよろしいですね。はい、発言を求めます。 

 会長、よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

 この件に関しまして、会長と事前にお話をさせていただきました。そのことも踏まえ

て、市の見解、市の考えをここでご説明させていただこうと思うのですが、会長、よろ

しいでしょうか。 

 どうぞ。 

 

 

 昨年１２月２４日に開催いたしました第２３回審議会の継続といたしましてご説明さ

せていただきます。前回の審議会におきましては、審議会開催通知文の報告事項（１）

「第２２回審議会議事録の内容について」と（２）「軽微な変更の考え方について」ま

では事務局よりご説明はさせていただいております。今回の継続審議会では、この続き

といたしまして、報告事項の（３）「都市計画道路寿町八王寺線道路工事について」と

審議事項（１）第１３号議案「仮換地の指定について」の審議をお願いしたいと考えて

おります。ただ、先ほど会長からもございましたように、前回の審議会で（２）「軽微

な変更の考え方について」は一部の委員の方からご納得いただけないという意見も賜っ

ております。また、冒頭では審議会の会議の公開要領について■■委員からご提案等い

ただき、会長と先ほど言いましたように１月７日に事前に協議を行い、その方向性をこ

の審議会で回答する旨も申し上げております。したがいまして、本論の継続審議に入る

前にこの２件について市の考え方をご説明させていただきます。 

 ここで事務局からのお願いでございますが、前回の審議会において本分でありました

「仮換地の指定について」ご審議はいただけておりません。今回４件の方の仮換地の指

定についてご審議をお願いしておりますが、この方々の建物等の補償金に対する税控除

の申請を税務署に行う最終期限が迫っております。この４名の方の今後の生活にも非常

に関係する重大な事項でございますので、この点をご察しの上、本日のご審議のほどよ

ろしくお願いしたいと思っております。 

３ 報告事項（１）「審議会の会議の公開要領について」 
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 ではまず、審議会の会議の公開要領についてのご意見に関しまして回答をさせていた

だきます。委員の皆様には以前、「岡山県南広域都市計画事業倉敷駅周辺第二土地区画

整理審議会会議規程」と「岡山県南広域都市計画事業倉敷駅周辺第二土地区画整理審議

会の会議の公開要領」を配付しておりますが、いま一度ここで配付させていただきま

す。 

 

〔委員へ資料を配付〕 

 

 よろしいでしょうか。今配付いたしました「倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会会議

規程」第８条と「倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会の会議の公開要領」４（３）に基

づきまして、議事録は会長と会議において会長が指名した署名委員２名による承認で確

定いたしております。この確定時以降にホームページにて公開するように現在いたして

おります。この点についての修正案として、前回の審議会で３案、ご意見等承ったとい

うことでございます。その３案をいま一度確認の意味でご紹介いたしますと、 

１案といたしまして、議事録の作成は審議会委員に諮り、全員が出席した審議会か持

ち回りして確認ということで、承認が得られた後、会長及び署名委員２名の署名押印に

より確定する、これが１案でございました。 

２案といたしまして、議事録の確定は審議会委員に諮り、承認が得られた後、会長及

び署名委員２名の署名押印により確定する。これについては、会長及び２名の署名委員

の確認後、審議会を開催し確定するということでございます。 

３案といたしまして、議事録の確定は審議会委員に諮り、承認が得られた後、会長及

び署名委員２名の署名押印により確定する。ただし、会長及び署名委員２名の確認作業

が終了した議事録については、「暫定版」と明記して公開することができる。その後に

審議会で正式な承認が得られれば、署名押印のある「正式版」と差しかえるという３案

を賜ることでございます。 

 この３案での共通事項といたしましては、議事録の確定は会長及び署名委員２名で確

定するものではなく、審議会に諮り確定するということになろうかと思います。この件

について１月７日に会長と事前に協議した中で、市の意見といたしましては、会議は録

音して忠実に議事録を作成している。したがいまして、誤字脱字はあるかもしれません

が、会議自体に影響が出るものではない。次に、議事録のみについて審議会を開催する

ことで、関係権利者の方々、市民の方々へのホームページ等での公開が大幅に遅れる、

迅速な公開ができないということになろうかと思います。最後にもう一点、議事録につ

いては報告事項でありまして、審議会にて意見を聞く、また同意を得るという諮問事項

ではございません。それから、「審議会会議規程」と「審議会の会議の公開要領」は、
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◎： 

○： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議を進行する上で市が決めたルールでございまして、審議会に諮って決定するもので

はございません。それから最後に、会長から先ほどもありましたが、今後議事録の確定

の日付につきまして、審議会開催日にこれまでしておりましたが、最後に署名した委員

の日付と修正すべきとのご指摘を会長から受けておりますので、今後はそのように修正

していきたいと考えております。 

 以上のことから市といたしましては、現在のままの状況、「倉敷駅周辺第二土地区画

整理審議会会議規程」第８条と「倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会の会議の公開要

領」４（３）に基づいて、「議事録は会長と会議において会長が指名した署名委員２名

による承認で確定し、この確定日以降にホームページにて公開する。」ということで問

題がないと考えております。前回審議会での内容を整理した中で、会長ともいろいろ議

論させていただいた中、他の委員の方々のご意見を聞いて判断すべきとありましたの

で、この市の見解をもとに会長、委員の皆様のご意見を伺っていただければと思ってお

ります。 以上でございます。 

 会長、よろしいですか。 

 はい、■■委員、どうぞ。 

 今のお話を聞きますと、大きな誤解をされているのではないかと思うのです。私自

身、前回の審議会で申し上げたのは、 

まず１点は、この公開要領なるものは倉敷市訓令第２９号の中では定められていな

い。したがって、これは決定しているものではないというのが１点。それはなぜかとい

うと、訓令第２９号によりますと、会長はその他必要事項についてこの規程に定めるも

ののほか必要な事項は会長が審議会の会議に諮って定めるということになっております

が、正規の手続で公開要領を定めたということがどう考えても認められないということ

が１点。 

したがって、いろいろと議事録の確定をいつにするかということを含めて明確になっ

ていないので、この際会議の公開要領を修正して、新たに会長は会議に諮り定めて、正

式な公開要領とすべきではないかというのが２点目。 

今の話では、公開要領がいかにも定められたものだと、正規の手続で定められたとい

うことを事務局がおっしゃるから、そうではないということをご説明したのであって、

ですから今のお話を聞いていますと、この２つから当然署名は会長及び署名委員の署名

捺印によって議事録は確定するというのは全然根本から覆るのではないかと言っている

訳です。 

今、■■職員がおっしゃったように、私にもそういうお話をされたのですよ。ですか

ら、もしそれがほかの規程で公開要領が定めてあるのであれば、前回私は最初に事務局

がおっしゃるように、公開要領は決まった規則だとおっしゃるのであれば、誠に申し訳



- 8 - 

 

 

 

 

◎： 

 

 

 

 

○： 

◎： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○： 

◎： 

○： 

 

 

 

 

 

 

 

◎： 

ないと最初に謝罪したのです。ですから、その後の議論でそうではないということが分

かれば当然事務局、市が、施行者が私の方に謝罪すべきなのですよ。いまだにされない

でしかもあのようにまだこういう規則があるのだとおっしゃるのは甚だ私はけしからん

ことです。以上です。 

 ■■委員ありがとうございました。基本的な点では２点あるということですね。２９

号の中に入っていない。ですからそれに付随する公開要領は議決がないので有効ではな

いだろうという主張ですね、これも前回おっしゃられましたね。それから２点目とすれ

ば、会議規程の訓令２９号の第９条に基づく審議会の会議に諮って定めて決定して初め

て公開要領は有効であるということですね。 

 そうです。 

 はい。これがあったから■■委員が謝ったということは、私とすれば必要ないという

ことを今日の冒頭で申し上げた訳です。ではまず、この間の７日の日に話をしたのは、

最終的に■■職員が言われたような線での話し合いがあったという概要をお話ししたの

ですが、改めて■■委員の話である先ほどの２点について、１月７日の市と私との協議

の結果をプラスアルファして今日の審議会で今後の公開要領が有効であるということを

再確認といいますか、改めて確認といいますか、しておく必要があると思いますので、

改めて委員の方に諮ります。要は、審議会の会議に諮り定めるというように第９条にな

っておりますので、この場で今日全員の方にお諮りをいたします。では、諮る内容につ

いて改めて、「岡山県南広域都市計画事業倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会会議規

程」、平成１９年８月１５日訓令第２９号庁内一般という文章の第９条、この規程に定

めるもののほか必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定めると。これに付随する

「岡山県南広域都市計画事業倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会の会議の公開要領」に

ついてこの公開要領の２番以降の有効性を委員の皆さん方にお諮りいたします。 

 会長。 

 はい、■■委員、どうぞ。 

 今までの会議で、これはこの審議会が始まってから、毎回会長が、会議が始まる前な

いしは審議に入る前に、例えば「公開」、「非公開」について皆さんに諮って、「公

開」、「非公開」にしますということの議決の上で審議を進めてきた訳です。これは恐

らく全部の議事録の冒頭に載っているので問題ないと思うのですが、その諮って「非公

開」とすることと、今会長が言われた公開要領、これが最終的にどういう結論になるの

かは別として、この関係はどうなのでしょうか。少なくとも「公開」、「非公開」に関

して言えば、諮っているのはそれだけです。それだけですけども、それを今までやって

きたことと、新たに公開条例を審議するとの関係はどうなのでしょうか、質問です。 

 ■■委員、どうぞ。 



- 9 - 

○： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●： 

◎： 

●： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○： 

◎： 

○： 

 

 

 

 

 

 今の■■委員のご質問ですが、問題を提起した私からご説明したいと思いますが、訓

令第２９号によれば、公開要領が正式な手続で定められていないと思いますので、要す

るに第２９号第９条ですよね、これに諮られておりませんので、公開要領は。したがっ

て正式には規則としては定まっていないと考えるのが普通であると思います。したがっ

て、それで押し通せば、従来の審議会で行った議事録については曖昧なままですね。審

議等の内容については議事録に縛られるものではございませんので、それは決定するか

と思いますが、それで前回私がお話ししたのはこれまでの２１回までですね、２２回は

ちょっと署名、押印は後にしましたのであれですが、少なくとも議事録の内容について

の大きい問題は起こってないので、それを云々することは今さら行うことは必要ないの

ではないか。ただ今後、審議会が適正に運営されているかどうかについては、そういう

問題があると分かった以上明確にすべきだと。したがって、公開要領の中身、要するに

確定についてが問題になるので、それをはっきりさせて、公開要領について一応修正決

議をして、それで修正日を入れて正式なものにするというのがよろしいのではないかと

いうように私は思って問題提起した訳です。以上です。 

 ちょっと会長、よろしいでしょうか。 

 はい、どうぞ、事務局。 

 先ほど皆様にお配りいたしました「審議会の会議の公開要領」を見ていただきたいと

思います。この１番の目的のとこに、この公開要領につきましては、「倉敷市審議会等

の会議の公開に関する要綱」第３条の規定により公開するために必要な事項を定めるこ

とを目的とするということで、この要綱に基づきましてこの審議会の会議の公開要領は

作っております。したがいまして、先ほど議論になっておりました会議規程に基づいて

作っているものではございません。この要綱に基づいて作っておりますので、ご理解し

ていただきたいと思います。この公開要領については、先ほど私が申し上げましたよう

に、市が審議会を公開していくために必要なルールであるということで決めさせていた

だいておりますので、審議会に諮って決める事項ではないという認識を市の方はしてお

ります。以上でございます。 

 会長、よろしいでしょうか。 

 はい、■■委員、どうぞ。 

 相変わらず意味不明な事をおっしゃっているのですが、前回もお話ししたように、会

議規程の中に、その他の事項については「倉敷市審議会等の会議の公開に関する要綱」

によって定めるということがあれば、公開要領についてはそれによって定めるという記

述があればなるほどと分かりますが、記述がない以上は２９号の第９条に従うべきだと

言っているのです。したがって、公開要領のところに「倉敷市審議会等の会議の公開に

関する要綱」第３条の規定により定めるということを書かれても、それは会議規程にそ
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う記載してない限り、要するに公開要領のための案文の中にそれは載っているだけであ

ると言ったのですよ。したがって、第３条の規定により公開するための何とかを決める

と言っても、会長が審議会に諮ってその公開要領を定めてない限り、これは無効である

というお話をしている訳です。 

 訓令第２９号は平成１９年８月１５日付、さらに公開要領は一番下の行、この要領は

平成１９年８月１５日付で同じ日付から施行すると、このようになっておりますが、■

■委員の話では案文としての公開要領をこの審議会、要するに、本来なら第１期の時に

確定、承認しておいて、第１回目の会議が始まるべきだ、こういうことですね。という

ことになりますと、そうでないということが前回も含め確認がとれていますので、今日

この席で私が先ほど、今日出席の委員の方にお諮りをするといったことは有効であると

いうことで諮らせてもらってよろしいということでよろしいですかね。 

 ですから、過去のあれは別にして、議事録の確定について私ども不明確だと思う点が

あるので、前回３つの案文をご提案しましたが、それを修正するなりして、今回会長が

会議に諮って公開要領の修正案文を決定するということがよろしいのではないかという

ことを申し上げているのです。 

 この両方の文章に入ってない事項というのが会議録の署名委員の署名、押印があった

ページの日付、これを会議日とするのか、署名日の最終署名者が署名した日とするのか

というのが決まってない、公開要領において。 

 そういうことも含めて。 

 それも含めての話ということですね。ということで、今日ご出席の委員の方には■■

委員の言われたことをこの項に、第９条によって、私とすればお諮りしたということな

のです。公開要領の中の４の（３）の確定のところで、署名日、いわゆる議事録の確定

日というのが決まってないのは、１月７日の市と私との話の中での、会長及びその他署

名委員の２人が署名、捺印を完了した日というところを、公開要領の中で未定のところ

を追加して、今日確認するために皆さんにお諮りするということです。それに対して委

員の皆さん、ご意見なり、それでいいか悪いか、ご承認含めて発言等をお願いします。

はい、■■委員。 

 済みません。私、十分全体のことが理解できていないのですが、ここに２つ資料を配

付していただいて、この一つは「岡山県南広域都市計画事業倉敷駅周辺第二土地区画整

理審議会会議規程」、訓令の第２９号という審議会規程、それから一方は同じように

「岡山県南広域都市計画事業倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会の会議の公開要領」と

なっていますが、この公開要領というのは市がいろいろな、この第二区画整理だけでな

く、いろんな審議会を設けていると思うのですが、これに全てこの１枚の公開要領とい

うのが該当するというように認識してよろしいですか。もしそうであれば、これもここ
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の第二区画整理事業も市の審議会のいろいろある中の一審議会でございますから、この

公開要領が全体像を網羅していますよというのであれば、これはこの公開要領自体はこ

の第二区画整理事業についても当然有効というか、効力を発揮しているものというよう

に考えるべきと私は思っておりますが、見解はいかがなのでしょうか。市の見解をお願

いいたします。 

 はい、どうぞ。 

 今■■委員が言われましたように、審議会の会議の公開要領につきましては、倉敷市

全体のいろんな審議会がある中の「倉敷市審議会等の会議の公開に関する要綱」に基づ

いて、この第二土地区画整理審議会の公開要領をこの別紙のように定めさせていただい

ているという認識を持っております。 

 済みません。今の■■さんの説明でございますと、この公開要領というのはこの第二

区画整理事業についても当然審議会についてはこの公開要領が当てはまるというように

認識していい訳ですね。 

 会議の公開に関する要綱について、この審議会の公開要領を定めさせていただいてい

るという認識です。 

 今の発言は、このように理解していいですか。公開要領に基づいて、新たに訓令第２

９号というものが公開要領の一部、発展的なものとして、追加で訓令ができているとい

うように考える訳なのですか。 

 よろしいでしょうか。 

 はい、事務局。 

 訓令の会議規程は、またこれは別物ですので、会議規程について定めているもの。先

ほど申しました「審議会の会議の公開要領」は、先ほど言いました倉敷市の審議会等の

会議の公開に関する要綱について定めております。 

 会長。 

 ちょっとついていけない、ばらばらで。聞いている方はどうしたらいいのか。流れを

切りかえるのは大変なので。はい、■■委員。 

 今の■■委員のご意見は、私ども非常に陥りやすい欺瞞なのですよ。というのは、本

来、先ほども言ったように訓令第２９号の第６条、審議会の会議は公開とする、ただ

し、会長が必要と認めるときは非公開とすることができるという、こういう規定が入れ

てありますよね。そこに「会議の公開要領は」といって次の倉敷市審議会等の公開云々

の第３条の規定によって定めるというのがここに書いてあれば、公開要領は確かに市長

が定めるべき審議会の会議規程の中に入っていると。したがって、これはその時点で決

まったことであって私は何もいちゃもんつけるつもりは全くない訳です。それが書かれ

てないから、そうすると公開要領は訓令第２９号の第９条、この規則に定めるもののほ
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か必要な事項は会長が審議会の会議に諮って定めるということがこの公開要領が、これ

によって定められるべきであると、そういうことを申し上げている訳であって、公開要

領が市の何とか、何条によって案をつくりましたと幾ら言っても、会議規程でそれは定

めておられないので、第９条の会議に諮って定めることをしない限りこれは有効になら

ないのではないかということを申し上げている。よく、こういうことを私どももやるこ

とあるんですよ。いかにも、もっと上の方の規定によって定めましたよということをや

る訳。実際に正式な手続で決めないといけないのにそういうことをやる訳ですよ。した

がってここは、８月１５日から施行するとなっておりますが、これは案文を作ったとき

は一緒の時期に作ったのでしょう。したがって、会議規程は市長が決めることですか

ら、８月１５日から施行するというのは構わないのですよ。これは審議会で諮って決め

ることではありません。ただ、会議規程にこの公開要領の定めのことが云々されておら

ないので、会議規程９条によってこれは速やかに会議に諮って定められるべきものであ

ったはずである。だから、それがされていないから、まあ過去のことは議事録の確定に

関するところが特に問題だと思いますので、過去のことは云々しないけれども、正式の

手続を経てやっぱり決めたことにしておかないとおかしなことが発生する可能性があ

る。したがって、審議会が適正な運営をするためにはここで修正をして、修正日を入れ

て会議に諮って決めましたという形にしておく方がよろしいのではないかと。 

 済みません。じゃあ、ちょっと今のことで確認したいのですが、あくまで訓令第２９

号が会議規程としてあります。これが主であって、公開要領の方はそれの従であると、

いわゆる倉敷市の要綱っていうのが２行目にありますけれども、要領の。これは単に示

されただけのものであるということですね。僕はそう理解するけれども■■委員さんよ

ろしいですか。 

 要するに、審議会は区画整理事業を開始するときにその工区には少なくとも１つ審議

会を置かないといけない訳ですよ。これは事務局がよくおっしゃるように、事業の速や

かな進展を図るため以外に、適正な運営がされているかどうかということも審議会は役

目として担う訳です、ですよね。 

 そういうことですね。 

 したがって、市長がこれを決めるべきことなのですが、施行者側の責任者ですから、

訓令第２９号の定めによってこのような内容の会議の運営に対する会議規程を定めます

よということで決定している訳。ですからこれはこの審議会、よその審議会はまた別で

す、「この審議会の会議の運営については訓令第２９号が一番上位の概念だ」と私は思

っております。 

 そうなると、公開要領の１、目的のところの２行目の括弧から括弧、いわゆる倉敷市

審議会等の会議の公開に関する要綱というのがありますが、この文章は本来会議規程訓
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令第２９号の第９条に基づくというふうに本来なら書いておくべきものだという■■委

員の主張ですね。 

 要するに、案文はこういうことによって公開要領の案文をつくりましたということだ

から、これはここに書いてあっても、これによって定めたということではないというこ

となのです。案文はこれに従ってつくりましたということですから。 

 ちょっと待って、ちょっと協議させて。 

 会長、ちょっとよろしいでしょうか。 

 はい、事務局。 

 済いません。今日、本来は先ほどの公開要領の関係と軽微な変更について補足説明を

させていただく予定にしていたのですが、時間の方も大分経ちましたので、できれば前

回残っております工事の関係の説明と本来の審議会の今日の仮換地指定、そちらの方の

議決を先にしていただいて、残った時間でまた再度再開ということで、時間がなければ

次回という形をとらせていただきたいと思うのですが会長いかがでしょうか。 

 しかし、気持ちは分かるのだけど、「会議規程に関する、いわゆる議事録に関するこ

とと、それから軽微な変更の考え方というのは、ある意味一番最初の第１期の審議会で

あるこの区画整理事業の一番最初からの問題点であった。」訳ですね。軽微な変更とい

うのは、軽微な変更というのを軽微ととるか、県の再認可を取るべきなのかという問題

点も前回から指摘されてきたし、それが本来なら決まった後での審議事項というふうに

本来ならなるべきところなので、私もちょっと苦慮しているのですが。はい、■■委

員、どうぞ。 

 まず、今議論になっている会議規程と公開要領の関連について意見を述べて、その次

に会議の進行について意見を申し上げたいと思います。まず、第１の公開要領について

は、そこへ載っているように「倉敷市審議会等の会議の公開に関する要綱」、恐らく倉

敷の審議会は私、数は教えてもらったことはないけど、何十もあると思います。それに

ついて公開という重要な問題、情報公開というのは過去１０年とか２０年ぐらい前から

重要な問題として言われ出した。それについての統一的な要綱を作ったものだと。少な

くとも公開については市の基本的な考えを要綱としてまとめたものだというふうに理解

しております。したがって、この要綱の内容が会議規程の９条、この規定に定めるもの

のほか必要な事項は会長が審議会の会議に諮って定める、ということの範囲ははるかに

超えている事項です。とにかく情報公開についてないしは会議の公開についての規定を

この９条の会議に諮って定める内容とは、ほとんど問題にならないぐらい大きい差があ

ると思うのです。したがって、公開要領について市全体の基本が公開に関する要綱です

から、これの議決がないから少なくとも会議規程９条に違反しているという問題には全

くならない。ただ、どうもこの公開要領を読んでみますと、確定が云々というような作
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成、例えば要綱の、その前もそうですが、会議録の作成及び公開のところでの、これは

３号ですか、会議録の確定はというふうに会議録に触れた部分、直接には情報公開の一

部でしょうけども、そういう規定も入っている訳で、さっきも言いましたように公開要

領について再度議決する必要はないと思いますが、再度議決する必要はない、その理由

はさっき申し上げたとおり。ただ、こういう確定をいつするかというふうな問題につい

て、議事録として明記する必要はあるのではないか。少なくとも９条の諮って決めると

いう、諮ってないから公開要領を再度議決する必要があるというのは、議案の基本的な

性格からいって必要ない。そういうふうに私は思います。ただ、この議論は率直に委員

で議論しなければいけないので、この問題はあと一回でも二回でも会議を重ねて議論す

べき性格のものだと思うので、そういう意味ではここでそれが決まるまで審議事項、報

告事項に入らないというのは、これは明らかに間違っているというように思っておりま

す。以上です。 

 ■■委員、どうぞ。 

 今の■■委員のご意見ですが、確かに倉敷市はたくさんの審議会等を持っているはず

ですから、会議の公開要領はここに書かれているようなもので全て決定されているのだ

と思うのです、それはよく分かります。したがって、これは当たり前なことだと思われ

ているのではないかと思うのですよ、施行者側は。したがって、ここは会議録の作成何

とかというのは会議規程には議事録と明確に書いてあるのに、ここは議事録と書かれて

いない。だから、そういうあれでこれを持ってくればいいのだというのでこれをつけ足

したのだと思うのです。これ私が決めつけてはいけませんが、と推測される訳です。会

議規程の会議の運営に関して必要な事項を定めるとしてあるのです。その会議規程第１

条、趣旨の第１条には明確にそう書かれている訳。したがって、岡山県南広域都市計画

事業倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会の会議の運営に関してはこの訓令第２９号がや

っぱり決まるものであると私は思うのです。法律の専門家はまた別かもしれませんが、

私はそういうふうに解釈している訳であって、したがっておっしゃるようにこれの公開

要領が上位の概念であるのであれば、会議の公開のところに、会議の公開については別

途何とかに従って定めると入れてあれば、私は何ら異論を差し挟んでおりません。した

がって、これを簡単に言えば、これまでは正式の手続で定めておりませんでしたと認め

て、今後のことを考えてやはり正式に定めましょうと。問題はこの会議録の確定である

から、そこをどうするか明確にして修正というので出したらいかがかと言っているので

す。新たなこととして施行日も訂正しろとかなんとかということを私言うつもりはな

い。ただし、定まってないものをいかにも定まったような規則であるとしてされるの

は、会の適正な運営を大きく損なうのではないかということをお話ししている。以上で

す。だから、さっさと決めればいいだけの話です。修正をして修正日など入れて、それ
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で正式の手続で定めました、それがよろしい。 

 ちょっとよろしい。 

 はい■■委員。 

 正直分からないのですよ、私。何を話しされているのか分かりません。私の勝手な解

釈でいかせていただきますと、他の必要な事項というふうに明記してあるのですけど

も、第９条ですね、これは会長が云々と書いてあるのですけど、他の必要な事項という

ものについて今■■さんはおっしゃっておられるのですか。分からないから私質問させ

てもらっているのです。第９条にこの規程に定めるものの他の必要な事項としたいので

すかね。その他の必要な事項というのが、これがあるのではないかとおっしゃっている

のですか。 

 よろしいですか。 

 どうぞ。 

 会議規程に定められてないものについてはということですよ。それは会議に会長が諮

って、要するに委員の了承を得て定めなさいということにこれはなっている訳ですか

ら。特に公開要領というのは大きい問題であるし、だからその公開要領についてここの

青いファイルに入れられている訳ですよ。したがって、どう考えても私は第１期の審議

会で公開要領について正式の手続を経て定めたというふうにはとれないから、はっきり

と、一番私が疑問に思うのは議事録の確定ですから、そこを明確にして修正案として可

決できればそれでよろしいのではないかと言っている。 

分かりました。２つよろしいですかね。 

 どうぞ。 

 先ほどおっしゃった件で１件だけ、これ私個人の解釈なのですけども、会議録の確定

はということで、会長と要は会議録の署名委員に指名された人が承認、要は２名による

承認により行うということですから、承認した日が確定の日だと。私は一般的にまさに

これが確定日だと思うので、特別にこれを諮る必要はない。だから、逆に言ったら、会

議録の署名委員になった人が会議録を確認して署名、要は中を見た日が、それでいいの

ではないかというふうに指摘事項があればそれを指摘して修正されたらそれでいいとい

うふうに思われた日が確定日、確定だと思いますので、これは特別に諮る必要はない、

私はこう解釈します。それともう一件、最後の１つですけれども、これ私が当事者だっ

た場合、同じこの区画整理事業内の地権者として当事者だった場合に、こういう審議を

されていたら非常に残念であるし、時間の無駄だという、いわば反感を持つことではな

いかなと思うのですけども、審議事項の１３号議案、換地の指定というのを本当に地権

者の個人のことを大切に思うのであれば、それを行った後にそういう話はすべきではな

いかなと思うのです。だから、今おっしゃられることの会議の議事録というのは、それ
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は大切なことでしょうけども、やっぱり個人の、要は特に金銭に関わることですから、

これをとにかく早速にですね、もう一時間ありますから、そんな時間を過ごしてはいけ

ないと思いますので、諮るべきではないと思うのですが、会長いかがでしょうかね。 

 会長、今のご意見についてちょっと反論したいと思います。 

 ■■委員、どうぞ。 

 今の■■委員のお話、私もこんな長い時間取りたくないのですよ。私がお話ししてい

るのは、第１回の審議会の議事録を見ますと、事務局は委員からの質問で議事録の作成

はというところで、事務局から本来議事録は委員に諮り、それで会長及び署名委員２名

の、あれは捺印と書いてあったと思うのですが、捺印によって確定いたしますがという

記述があるのですよ。事務局は委員に諮るということをその当時認めている訳ですよ。

ですが、第１回については時間的な問題があるから会長及び署名委員２名の署名捺印に

よって確定させていただきたいと。その内容、どうするかということについては次回の

審議会で議論をしたいということをおっしゃっている訳です。それが１回目の議事録の

時のがそのままずっと議論されずに、それで確定ということに決まっているのですよ。

だから、ここはやっぱり正すべきではないかと言っているのです。要するに、決まって

もないことを決まっていますとかいうことで全部通されると、それはいかにも不法なこ

とを私どもは許すことになる。それはいかんのではないかということを私言っているの

であってね。 

 会長、議事進行しましょう。 

 うん、だから早くその修正どうするか、要らないのなら要らないでいいのですよ。委

員の方がそれでよろしいということであれば、それでもいいし。 

 よろしいかな。 

 はい、■■委員どうぞ。 

 こういった議論は、第１回がどうこう言うのであれば第２回目の時に議論して、今さ

らもう日にちが経って蒸し返して言うべきでない。時間も、すでに１時間以上経ってい

るのです、この前もこういった話を何時間もされて。本来の審議に入ったらどうでしょ

うか、会長。それで時間が余ったらこういうお話をするということに、先ほど市の方も

言われていましたが、発言があったそのように進めていただけないでしょうか。 

 それでは、基本的に■■委員の最初の問題提起であるこの議事録等の確定、手続の問

題。 

 私の言うことも少し諮ってください、どうなのでしょうか。 

 だからそれを踏まえて今話をしている。 

 そうですか。 

 よろしいでしょうか。 
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 ２点目の軽微変更云々の話も問題として。 

 いろいろおっしゃるように時間の問題とか。 

 ■■さん、議長の了解を得てやりましょう。 

 ですから、言われている問題というのは、第１期の当初の審議会の時から住民の意見

やそういったものが手続的にも反映されているかいないかというのは、当時の委員でも

問題提起をしましたが、それについては多数決で押し切られたりした部分があったりし

ました。ですが手続的に確定していないと、討議する必要があるというのは、今日の会

議で大切だと思いました。ただ、それはあくまで審議なり確定させる必要があるという

ことも理解できましたから、ですからそれは次回のこれに関する審議会というのを開い

てという話では駄目ですか。 

 いや、私、駄目と言っているのではなくて、そういう議論をいろいろすると、今皆さ

んおっしゃるように時間が非常にかかるから、前回は会長と事務局の間で協議をしてく

ださいという話、そうすれば修正をこうしますとさっと持ってきたら５分で終わってい

るのです。 

 いや、でも。 

 次回にとおっしゃるのですが、これが終わった後、当然議事録ができ上がる訳。 

 会長。会長。 

 堂々めぐりの話をしたらいけません。ちゃんと話を。 

 いやいや、堂々めぐりをしているのではなくて。 

 ほんとうに堂々めぐりだ。 

 会長、いいですか。発言してもいいですか。 

 はい、どうぞ。 

 先ほどから■■委員あるいは■■委員、それから■■委員さんあたりから本来の処理

をして時間が余れば後から議論すればいいのではないかという意見が出ている訳です。

それについて、私もそうあるべきであると。いろいろ議論はあると思いますが、とりあ

えず審議会本来の仕事をして、後で、後と言ったら語弊があるのですけれども、慎重に

それは審議すればいいのですよ。審議をするなとは僕は言ってはいないのです。■■委

員が言われていることもね、いろいろ議論すればいいと思います。ですが、本来の仕事

をやりましょう、いかがですか。 

 賛成。 

 会長、よろしいでしょうか。 

 ■■委員さん、どうぞ。 

 本来の審議会のあるべきことを議論する、それは当然です。ですが、先ほどお話しし

たように、審議会の運営について適正であるかどうかということもチェックするのは本
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来の仕事のうちの一つだと思うのです。私はこの公開要領云々というのは、適正にされ

てないのではないかと、それでは困りますと言っている。したがって、適正にしましょ

うと言っている訳です。ですから、何度も言うのは嫌なのですが、要するにこの問題は

事務局と会長で話し合って決めていただいて、修正案をどうするかを決めていらっしゃ

ればよかったけど、決まってないから困ってる。 

 いやいや、決まっていないのではなくて、私が１月７日の日に話をしたのによると、

議事録の確定日というものとそれに確定がどうなるかということも確認をとりました

と。それは、会長及びその他署名委員の最終署名捺印が完了した日としますということ

をうちの方と協議をして、そのようにいたしますという市の方の確認も今日の冒頭でと

れました。ですから、それをもって議決部分を決定したということを理解した上でこの

会議の冒頭。 

 だから、委員に諮るか諮らないかというのは一つの問題点なのですよね。 

 問題点として残っていますね。いわゆるどっちが、訓令２９号が下なのか、公開要領

が下なのか、それの従になるのがこの第二土地区画整理事業に特化した公開要領の位置

づけだという話ですね。私も疑問として残っています。 

 だから、そこのところはどうするか決めていただいて、修正案ができればここで定め

ればいいだけの話。その辺が決まらないから困るのであって。 

 だから、議論をまたするなではなく、すればいいと。 

 ただし次の審議会の前に議事録が上がってくる訳ですよね。 

 会長、みんなに諮ってください。 

 そういうことだと思うのです。 

 お諮りします。■■委員の問題提起、それはそのまま残りますと。けれども、この間

の１月７日の市との協議の中で議決部分であった会議録の確定日については、３署名委

員ですね、会長、その他署名委員２名の署名捺印完了日をもってするということで一応

終了というか、確認項目の終了ということにさせていただいて、問題点として残りまし

たこの訓令２９号、公開要領の第９条に基づく会議に諮るという問題については次回以

降の時間を取る形で再討議するということで、今日の審議会委員の皆さん、ご了解、ご

同意、ご承認いただければと思うのですが、それでよろしいですか。 

 いいです。 

 はい。 

 賛成です。 

 はい。 

 反対か賛成か。多数決を取ったらいかがですか。 

 だから、今、私が提起して決を取らせていただきました。 
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 それで前へ進みましょう。 

 ということで、一応多数確認、承認。 

 ちょっと質問があるのですが。 

 ■■委員。 

 今の提案について。といいますのは、確定日は会長及び署名委員２名の最終署名者が

署名押印した時とするということですね。 

 基本的には次回ご審議するということですので前提、決定ということになるかとは思

うのです。 

 いや、ということですね。 

 はい。だから、これは実務上の話になると思う。 

 ということは、その３名のうちどなたかが署名押印、先日の私みたいに署名だけで押

印してない場合は確定しないと考えてよろしい訳ですね。 

 それも議論したらどうですか。 

 いや、だからね、そういう問題があるから。 

 今日ではなく。 

 だから、事務局とこの前■■委員がここでやっても決まらないからとおっしゃるから

会長と、会長は議事録作成の責任があるのです。だから、会長と事務局でご相談してご

提案くださいと言っている。 

 いいですか、■■委員が言われたとおり、全て次回以降に議論するとして、今日は今

日の問題をやるというのがほとんど多数の意見でしょう。だから、■■委員の意見、こ

れを無視するのではなくて議論はすると。しかし今の前提条項がどうのこうのというこ

とについても意見が分かれるので、それも含めて次回以降に議論するということで前へ

進めましょう。 

 それは会長が、議事の運営は会長が全ての責任を持たれる訳だから。 

 それで行きましょう。 

 それでは、そういうことで。 

 だから、文句はないです。事務局と内容を詰めていただきたいのですよ。 

 そういうことですわ。 

 やりましょう。チェック機能はありますよ、条文の中に。 

 基本的にはね。 

 要領の４条３項がね、厳密に行われてそれで承認なのだから。だから、新たにこれを

つくるとかね。 

だから、要領の４条の（３）ですか、ここで未確定だったのは日付をいつにするかと

いうこと。だから、そこが今日の会議の冒頭で報告したような話です。 
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 もうよろしいから、会長、事務局と相談するとき私も委員の一名として入れていただ

ければ、問題の無いような案文つくりますよ。 

 それでは、本日の会議の前半は、とりあえず問題点は残っておりますが、次回以降で

再討議するということで市の審議事項４、（１）１３号議案の審議の中に入らせていた

だきます。 

 よろしいでしょうか。 

 はい。 

 時間的な関係もございまして、前回の審議会で残っております報告事項の（３）の寿

町八王寺線の道路工事について少しご説明させていただいて、その後に審議事項の仮換

地の指定についてという順序で変更させていただければと思います。よろしいでしょう

か。 

 では順序はそのように変更して。 

 

 

 それでは、都市計画道路の寿町八王寺線の道路工事についてご説明いたします。昨年

８月に石見町と日吉町に分けてこの工事につきまして、工事説明会を開催させていただ

きました。石見町で１４名、日吉町で３２名の関係権利者の方にご参加をいただいてお

ります。その説明と同様になりますが、改めて審議会委員の皆様に工事の内容について

簡単にご説明させていただいたらと思います。ご用意いたしました前の図面をご覧くだ

さい。こちら左側が平面図でございますが、まず石見町分といたしまして、道路側溝の

埋設工事を約１０９メーター設置いたします。それから、日吉町分で約１０２メーター

の道路側溝を設置すると、合計で２１１メーターの道路側溝。どういう構造かといいま

すと、右側が断面図ということになっておりますが、深さが１メーターから２メーター

ぐらいの道路側溝を道路と民地の境界に設置していくというように考えております。こ

の工事の着手時期でございますが、地元説明会では稲刈り後と申しておりましたが、設

計及び材料の手配等に不測の日数を要しまして、２月中には工事に着手したいと考えて

おります。３月末には完成させるという今の予定でございます。現在、施工業者の東南

建設株式会社と日程調整を行っている最中でございます。工事着手が遅れたことに関し

ましては、誠に申し訳ございません。また、区画整理だより№３７にも記載しておりま

したとおり、工事着手日が決定いたしましたら、事前に地元役員の方を初め近隣の方々

にはご挨拶にお伺いいたしますとともに、区画整理だより号外版を関係権利者の方々に

お配りして周知徹底を図ってまいります。なお、工事期間中はできる限り皆様方にご迷

惑がかからないよう配慮させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。最後に、今後水路等の工事にも着手させていただきたいと考えております。その

３ 報告事項（２）「（都）寿町八王寺線道路工事について」 
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際には、当審議会の委員でございます■■土木委員、■■土木委員に事前にご相談しな

がら市の耕地水路課とともに調整を図っていきたいと考えておりますので、■■土木委

員、■■土木委員におかれましてはよろしくお願いいたします。都市計画道路寿町八王

寺線の道路工事についてのご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 はい、■■委員。 

 先ほど指名で私と■■さんが農業土木委員やっているので相談に乗ってくださいねと

いう話ですが、それはそれとして受けたいと思いますが、一方では、ご存じかも分かり

ませんが、ここの農業用水の水系というのは非常に複雑でございまして、市の方も認識

しているかも分かりませんが、昔は農業用水であった訳でございますが、今は完全に雨

水の排水系になっております。そうした場合、今どういうふうな前提でこの計画を立て

ておられるのか分かりませんが、既存の排水系というのはもうキャパシティーオーバー

でございます。昨今のゲリラ豪雨でございますと、例えば広島等の豪雨がここに降ると

すると、この地域は完全に水没いたします。そういう訳で、その話は日吉町、石見町だ

けでなくて八王寺、それから川入、それから大内、酒津まで遡ります。そういうことを

踏まえて、市はこの区画整理事業だけでそこだけやれば終わりだよ、というふうな認識

でおられるのか、それとも根本的な対策を考えられておるのか、簡単に説明していただ

ければと思います。 

 はい、よろしいでしょうか。 

 ■■職員のほかの、場合によっては建設局長とか。倉敷市全体、本区画整理事業の範

囲を超えた範囲の質問だと理解したのですが。 

 その前に区画整理の中のことがありますので。 

 では、区画整理の中の話の部分だけをお願いします。 

 はい。区画整理の中につきましては、今現在日吉町は特に多いのですが、田んぼ部分

が貯留槽というのですか、そういう雨水の受け皿になっております。これが将来的に区

画整理することによって宅地化されるということは、それだけ雨水等の流出が増えてく

るということになりますので、それにつきましては基本的に今考えておりますのが公園

の下等にですね、そういう雨水の貯留槽を設けて増えた部分についてはここで一時貯め

るようにいたしまして、また排水できる日に排水するというようなことも考えておりま

す。この点も踏まえまして、また土木委員さんとも相談しながら、市の耕地水路課とも

相談しながら進めてまいります。以上でございます。区域内については以上でございま

す。 

 それでは、区域内の説明はありましたが、区域外としてのこの対象地区の位置づけ、

問題点を鳥瞰図的に見たときにどうなるかについての説明なり見解を倉敷市に求めま

す。 
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 先ほど区画整理の中は、貯留設備もございますけれども、それを出た後、倉敷用水に

なります、用水。それから倉敷川を経まして児島湖に出ていく訳ですけど、非常にそれ

は倉敷市以外、岡山市も関係しますけども、抜本的なことになりますと非常に今すぐど

ういうことで解決するかというのは非常に難しい状況でございまして、今具体的に倉敷

川へ入っていくまで、それから倉敷川、そして児島湖、倉敷川に関しましては改修して

おりますけども、そうした非常に大きい部分での検討が必要でございますので、それは

倉敷市、岡山市含めまして検討していくことでございます。すぐに結論が出るような問

題ではないので、これはいろいろな検討をしておりますので、ご理解の程お願いしま

す。 

 はい、■■委員、どうぞ。 

 そうしますと、全体像として、市として対策を設けるのは非常に難しいのでしょう

が、一方では、ここは先ほども言いましたとおり、先ほどの大内、日吉、上流側の雨水

が全部集約されてそこの山田屋旅館の前、それから南町に抜けると、これ１本しかござ

いません。そういう意味で、雨が降ったときに、ここの区画整理第二地区だけで対策を

やればそれでどうこうなるという問題ではございません。当然上流側が排水能力等加味

してから全体像を決める必要があるのではないかなと思います。全体像の話の中で部分

だけをお話をするというのは非常に片手落ちかと思います。何回も言いますが、ここは

末端で排水管が詰まる場所でございます。そういうふうな中で、ただこの整備地域だけ

排水対策をやりますというふうな簡単なものではないということをご承知おきくださ

い。 

 会長、よろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

 この問題は大きい問題ですけれども、審議会で議論する問題ではないと思います。倉

敷市として責任をとっていただければそれでいいのではないか。審議会が云々すべき問

題ではないと私は認識しております。以上でございます。 

 はい。 

 はい、■■委員。 

 このままで区画整理をやって空き地ばかり増えてくると、もう水の行き場がないの

で、先にやはり今さっき出ていた排水の問題を、下の方をどういうふうにするかという

ことを手がけていただかないと水浸しになって困るのではないか。是非これを並行して

やるとか先にやるとか、そういうことを考えていただかないと駄目だと思うのですけ

ど、私は。 

 はい、どうぞ。 

 皆様方、今貴重なご意見等いただきましたので、そういうことも考えながら、今後倉
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敷市として進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今の発言は今後の発言ですが、一応やりますというだけの発言の気がしたのですが、

基本的に会長としてこのまちづくりというのを認識しているとですね、先ほど■■委員

が土木委員としての発言の中で水等の話がありました、排水で。これ基本的に、昔なら

ば田んぼ等があって、浸かったりしてもそれが遊水地としてグランドレベル、ＧＬが低

い位置等であったとすれば排水機能等が１００％ではなくても何とか災害等にならずに

済んだというような視点からの話での今のキャパシティがオーバーしているという話。

さらには具体的な浸水事例等で言えば、この倉敷市の菅生の方なんかでも、ちょっと降

ったら田んぼや道路が浸かるとかいうことが現実に起こっている訳です。そういうふう

な総合的な倉敷市のまちづくりの計画なり位置づけなり、将来の見通しなりという計画

が先に具体的にまだないのにこの区画整理事業だけをそういう問題点を指摘なり改善等

もしない、いわゆるそういった案等もない状態で平面的な配置等の入れかえ等で区画整

理事業を進めようとしておったりするという、そのことに問題点があるということから

の発言だったと私は理解するのですが、ほかの委員さんはいかがでしょうか。はい、■

■委員、どうぞ。 

 先ほどの■■委員のおっしゃるのは私よく分かるのです。本来、今回の側溝の工事に

ついて開発事務所だよりですかね、あれを拝見しますとこういうふうに書かれているの

です。都市計画道路予定地の市の所有する土地に工事を始めたいと思いますと書かれて

いるのです。それであれば私どもは特に言うべきことはない。ただし、都市計画道路が

もし変更されたり、している痕跡があるとすれば、それはゆゆしき問題といって言うこ

とはできる。ですが都市計画道路の予定地の市の所有地に溝を掘るのは、私どもは止め

る訳にいかない。ただし、先ほど■■委員がおっしゃったように、側溝が８０センチの

深さということですから、かなり深いのでそれで水が溜まったり、流れる先がないとか

いうことがあれば問題だから、審議会でそれを議論するのではなくて、それは速やかに

工事するところの町内会等とそういう安全の問題についてはよく話し合いをしていただ

きたいということを私ずっと言っている訳ですが、問題は８月に地権者を集めて工事の

説明会をやったのですが、それと変わってないのかどうかが１点。それから、この予定

のところは全て市有地に間違いございませんねということがもう一点。これをご質問し

たいのですが。 

 倉敷市、よろしいですか、今の質問２点。 

 よろしいでしょうか。 

 はい。 

 昨年の８月の説明会と変わったことはございません。もう一点、２点目でございます

が、市の所有地、市の管理地ということで工事をさせていただきます。以上でございま
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す。 

 はい、■■委員。 

 私の記憶が間違っていると誠に申し訳ないのですが、私の記憶ではここの部分はなか

ったような気がするのですが、これ前の８月の時点の説明会の資料、今日持ってきてな

いのですが、これは８月の時点の説明会にありましたか。ここまでだったような気がす

るのですよ。 

 入っていたと思います。 

 入っていましたか。私ちょっと資料を持ってきてないのであれですが。ここは間違い

なく市の所有地ですね。ここはまだ■■さんの田んぼのところではないのかな。 

 ■■さんの田んぼを買わせていただいているとこです。 

 ああ、買っている訳ですね。 

 はい。 

 まだ仮換地指定はしてないのですか。 

 してないです。 

 だから契約だけはしてあるということですか。 

 よろしいですか。 

 はい、■■委員、どうぞ。 

 先般の説明会の時に、ここが豪雨で水没をすると、現状道路のＧＬで水没をするの

で、排水とかそういう対策がとれるのであればここを少し高くして、水没しない安心な

地域にする必要があるのではないですかと、現状の道路のＧＬと今度やられる道路の工

事をやられる点というのはどれだけの差があるのですかという質問をしていたのです

が、それの回答がないのですが、これはいかがなものでございますかね。 

 倉敷市どうぞ。 

 改めまして、土木委員を初め■■委員にご回答はさせていただくようには考えており

ます。今こういう図面を準備しておりますので、新たなものでご説明をさせていただい

てよろしいでしょうか。それとも改めての方がよろしいでしょうか、会長。 

 はい。できるならどうぞ。 

 

〔事務局より説明図面をはり出し〕 

 

 簡単にご説明させていただきます。高さのご質問なのでございますが、見にくいと思

いますけれども、こういう３．６３８と書いてあるのですが、これは海抜表示です、こ

れは基本の高さ。ここが３．３６、それから３．１１３という基準の高さ、これが公共

の高さです。これに対して、この紫で今書いておりますのが、これが現況です。下が現
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況、括弧書きが。四角で囲っているのが今度の計画という形になります。例えば、寿町

八王寺線と寿町石見線の交差部分については、３．８２に対して３．５５、約２０セン

チちょっとになる部分も出てきますし、それからある部分につきましては現況が２．６

２に対して３．７２６とかいう形で約１メーター程度上がってくる部分等もございま

す。ただ、この道路の高さを決めるに当たりましては、この既存の道路、こちらも既存

の道がございますので、そのところから勾配は余り上げるとかということもできないの

で、その高さをある程度見合った中で高さの設定、計画の設定をさせていただいており

ます。伯備線沿いにつきましても、この既存の道路の高さがございますので、この道路

を勘案しながら都市計画道路の高さと見合うような形で勾配を設けながら高さ設定をさ

せていただいている。こういう形できちんと高さ設定をしているということでございま

す。ご理解のほどお願いします。 

 見合うような形というのは、都計道路、生活道路との差はどれぐらいあるのですか、

それより違うのですか。 

 いや、今ある生活道路と余り高さは変わってこない。 

 ああ、同じような。 

 はい。 

 当然それで水が流れていきますよね。 

 当然ここが今現況で出来ていますし、ここと、あと先ほど申し上げた八王寺踏切につ

いて。 

 要は、区域内外、全て道路がありますので、それから急激に高さを上げるという訳に

いきませんから、それなりのあまり変わらない高さで設定させていただいている。 

 質問。 

 はい、■■委員、どうぞ。 

 今の前提は、降雨量が何ミリのときに想定した数字でその施設の排水量が幾らなので

すか。 

 降雨強度が１１０から１２０ミリ、時間の設定で。 

 その１２０ミリ雨が降ったときに既設の排水ではいくら抜けるのですか。 

 正確な数字は持ってないのですけれども、ただ抜けどころがもう限られていますの

で、ＪＲさんの下ですね、先ほど山田屋旅館さんの。そこの断面が決まっているので、

それがもう満水になればバックがかかってくるという形になる。だから、それから下流

については、先ほど局長も言いましたように、もう倉敷川とか児島湖とか全体的な大き

い範囲の検討になるのではないかということを申し上げた。 

 １つ言います。この前の台風が来たときに、ここの降雨量は幾らだったか知っていま

すか。 
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 正確な数字は把握していませんけれども、ちょうどあそこのコーポがあるでしょう。

コーポのところからボックスカルバートでＪＲを抜けていく所、あそこの高さは確認し

ております。だいぶ水位が上がってきて。 

 何メートルでしたか。 

 ちょうど高欄（※注１）があるのですけれど、それから約１０センチ程度低い位置が水

面の高さでした。 

 それは、■■さんが見たのと私が見たので違うのかも分からないけど、実際には。 

 これは去年のですよ。その前、集中豪雨、もっと台風来ましたが、そのときはこのあ

たり浸かっていました。これは２年ぐらい前でしたか。 

 だからね、実際降雨量が百何十って適当に簡単なこと言うけど、ここでは２０ミリ超

えたら、ここはもう水没するのですよ、２０ミリですよ。広島は８０ミリ降ったのです

よ。それなのに、何でエレベーションちゃんとできていないのに後でやりますと言った

って、先ほど言ったとおり水が抜けないのですよ、現実的にね。そんな中で倉敷市は区

画整理事業をやりますと言っても、雨が降ったら全部水没するような整理事業をやるの

ですか。 

 会長。 

 はい倉敷市。 

 今■■委員が言われたようなご質問に対して正確にこれはこうで、こうやりますとい

うことはまだ今の段階ではご回答ができませんので、まだその工事、水路とか排水につ

いてはまた改めてそういう場を設けましてご説明させていただくようにさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今質問が出たことを全体として見れば、区画整理だけを平面的にどういうふうに進展

させるべきだという話だけではなくて、まちづくりの基本的な防災面を含めたその土地

の性質や周辺環境等が考慮されないままで区画整理事業が進み、その最初の事業がこの

都計道路等を推進すると。そのうち市が購入したところだけはとりあえず着工させても

らうという話ですね。 

 はい。 

 だけど、そういうことが考慮されないままで来ているから、以前の審議会のときに倉

敷市のまちづくり、都市計画はでたらめだというふうに前の局長がいたときに私申し上

げたので、根本的に総合計画としての将来を見る目としての倉敷市の行政は甘過ぎる、

特にまちづくりに関して。それだけで、そういう前提の中で前へ行かそうとしている。

それこそ鉄道高架の前程ではないと言いながら、県や新聞紙上では県南広域都市の計画

の中で区画整理が進まないから県知事とすれば鉄道高架推進する段階にないというよう

な変なコメントや新聞、テレビ、記事が出たりするので、そういう行政ならばなぜ総合

（※注１）高欄；橋、廊下などの両側につけた欄干。 

     欄干；橋、階段などの縁に、人が落ちるのを防ぎ、また装

飾ともするために柵状に作り付けたもの。てすり。 
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的に数字からの評価というようなことができないのかなという根本があるからいろんな

視点からの質問が出ているのだと思います。以上です。 

 進行しましょう。 

 ただし今日の議題であるこの道路に関しては、とりあえず市が今現在、所有地になっ

ている部分に関しては業者指定等もありますので、この形で工事を行いますという報告

がありましたということですので、それについては理解しましたということでこの審議

会とすれば次の段階に行きたいのですがよろしいですか。 

  

〔「はい」との発言あり〕 

 

 はい。では、そのように。 

 はい、ありがとうございました。 

 八王寺線の道路工事についての報告は理解、了解しました。 

 会長、よろしいでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

 

 続きまして、諮問事項の仮換地の指定についてご説明させていただきます。今回の仮

換地の指定は４件でございます。前回、平成２６年８月２５日の第２２回審議会で８件

の仮換地の指定についてご説明いたしました内容と同様に、今回も建物補償金に税控除

の適用を受けることができるよう仮換地の指定を行うものでございます。お手元の資料

をご確認いただいたらと思いますが、お手元の資料に１から４番までインデックスに番

号を書いております。個々に４件の資料をまとめております。前の図面をご覧くださ

い。４件全ての従前地、今ある土地が赤色、それから換地、従後地になるところが青色

を示した図面でございます。この前の図面の番号とお手元の資料のインデックスの番号

は同一となっております。 

 それでは、１番から順番にご説明させていただきます。 

 

  ・・・以下、仮換地の指定について説明・・・（約３分間） 

 

 仮換地の指定につきましてのご説明は以上でございます。順序が逆になりましたが、

これから所長の方から諮問書を読ませていただきますのでよろしくお願い申します。 

 失礼します。説明の方が先になりましたが、これから諮問書の方を朗読させていただ

きます。 

４ 審議事項（１）第１３号議案「仮換地の指定について」 
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 倉開第１８１号、平成２７年１月２１日、 

岡山県南広域都市計画事業倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会会長小野質様。 

 岡山県南広域都市計画事業倉敷駅周辺第二土地区画整理事業施行者倉敷市、代表者倉

敷市長伊東香織。 

 第１３号議案、仮換地の指定について（諮問）。 

 岡山県南広域都市計画事業倉敷駅周辺第二土地区画整理事業の施行地区内の別紙調書

及び図面に掲げる宅地について、土地区画整理法第９８条第１項の規定による仮換地の

指定を行いたい。ついては、同法第９８条第３項の規定により、貴会の意見を伺いま

す。 

 以上です。今回４件をよろしくお願いします。 

 ここで事務局から参考ということでご報告をさせていただきたいと思います。前回ま

でのこういった税控除のための仮換地指定につきましての答申書では、審議会の皆様か

らの付帯意見として、仮換地指定の対象である土地は本件土地区画整理事業の調整用の

ために適切に使用すること、というのを付していただいております。ご参考のためにご

紹介をさせていただきます。この点も踏まえてご審議の方よろしくお願いいたします。 

 １つ質問していいですか。これまでの案件は、この第二土地区画整理事業区域から出

ていく人の話だったですね、土地を市へ売って。ところが、今回のはそうではなくて、

この区域内での移動の話になっていますね。そうではないのですか。 

 よろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

・・・以下、個別の状況説明・・・ 

 個別の事情の説明がありましたが、今までは区画整理を進めるに当たってピースが足

らないからピースを増やしたいということでの事業をうまく進めるための代替地その他

の確保である、いわゆる簡単に言えば、市が土地をもっと欲しいからということで買収

して市外に出ていく、またはこの区域での権利を放棄すると、消滅するという意味での

仮換地指定だったのが、今回からは全然性質が違って、このうえにさっき言った再配置

の話ということの問題点は変わっていますよね。そのことを確認したい。 

 はい。 

 どうぞ。 

 何も変わっておりません。前回と同様でございます。 

 市が買うのではないの。 

 そうです。 

 売却でしょう。 

 仮換地を指定しているのは、仮にしているだけです。 
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 結論は簡単に今■■委員が言われた分で、要は市が全部買い取ってしまって、そこの

人の権利はなくなるという話ですか。 

 そうです。だから、赤の部分が市の土地になるよと、だから必然的に換地の青の部分

が市の換地になるということでございます。 

 前回と同じという事は分かるのだけと。ただそうなると今まで次々と買ってきてピー

スが足らないというのが、ピースが増えてきて、そうした場合にこの区画整理事業の中

で言うと、ひとつに減歩率を１３％に下げるという古市市長時代も減歩率の話が、今現

在だったらもう既にピースが増えたこととは別の意味で減歩率をもっと下げるだけの市

有地がもう既にあるのではないか、その辺についてはどうなの。 

 はい、よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

 減歩率について、もうこれは決まっております。これは今から下げるということはで

きません。今買っている土地については、これは減歩率に反映するものではなく、市の

宅地を増やしていくという認識をしてください。だから、市の換地の部分が市の宅地と

して残ってくると。これについて意見書提出者の方と調整を図っていく、先ほど言った

ピースを増やしていくということでございます。最終的にどこも行き手がないところの

市の土地があればそこは市有地として残るということでございます。 

 はい、■■委員、どうぞ。 

 売買契約が成立していて、それで従来と同じように税控除のためであればそれは認め

てよろしいのではないかと思います。ただし、これまでもいつでも付帯意見がついてお

りまして、今回仮換地指定の対象である土地は本件土地区画整理事業の調整用のために

適切に使用することというのは、これは審議会の付帯意見ですから、そうするとこれま

でに取得されたとこ、すなわち調整用として適切に使用するですから、購入された土地

はいずれも適切に使用されているかどうか、将来保留地的なものとするだけとか、ある

いは道路の工事のためには困るから購入したというようなことは、この付帯意見に外れ

るのではないかとそういうふうに思うのです。具体的には購入した土地をどういう調整

をしましたということを聞かないために私どもは納得できないのではないかというふう

に思う。ただ、税控除のためですからそれは売却者の方たちのためにも利することです

から、私はそれは認めるべきだと思っています。以上です。 

 はい、■■委員、どうぞ。 

 ■■委員が先ほど言われたこととダブるかも分かりませんが教えてください。第二区

画整理地区というのは２２．５ヘクタールですかね、それについて区画整理のシナリオ

を描いた、そこでとりあえず今減歩率は１３％という数字がオフィシャルになっている

と。そうしますと、全体像の数字がこの前も言ったように知りたいのですが、２２．５
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ヘクタールあって、それで今、例えば減歩に１３％とか、数字が幾ら、公共の土地にな

るのが幾ら、道路とかその他トータル１００％ありましたけど、去年ぐらいからいろい

ろ市の方がやっておられます追加で宅地を買っていったと。そうするとここの軽微のと

いう話にもなるのですが、それでは追加で買ったのが今幾らある、で実際にそうすると

そこで今回皆さんが、例えば今縦覧で意見書を出した方で、例えばここは駄目だけどこ

っちならいいよというふうな話につながっていくんだろうけど、そのアローワンスとい

うのがどのくらい今数字としてあるのかなという全体像をちょっと教えていただければ

ありがたいのですが。 

 はい。 

 はい、どうぞ。 

 今■■委員からご質問があった件ですが、細かい数字について今手持ちで持ってはな

いのですけれども、ただ新たに、これが平成２４年から買っている土地について、まだ

買っておりますので、この修正後についてはおいおい意見書の調整の状況をまた審議会

で報告させていただきますので、そのときに土地をどれぐらい買って、どういう調整を

したという話はさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まだ買っているということですね。 

 はい。区画整理だよりでも書いておりますとおり、この３月末までという予定で今お

ります。 

 それで、いろいろと条件というか、照応の原則に合わないとかいろいろな意味で意見

が出ている人を、納得させられるだけの再配置計画みたいなことに進むのですか。 

 はい。 

 はい、どうぞ。 

 換地に関する意見書５０通ございます。これについて今現在十数通調整、同意の方も

できております。現在も土地を買っている状況がございますので、残りの方についても

できるだけ早い時期に調整したいと考えております。以上でございます。 

 ちょっと。 

 はい、■■委員、どうぞ。 

 私よく分からないから聞くのですが、青で囲んである土地が調整用の土地、市有地で

すか。 

 よろしいですか。 

 どうぞ。 

 はい、そうです。これが換地部分になるので、青の所が市の土地、換地です。 

 結局、青が市の土地。 

 そうです。将来的には換地で市の土地です。 
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 赤のところは今の。 

 赤が今の土地ですね。現在の土地。 

 現在の土地へほかの人が入ってくるのですか。 

 現在の土地には入ってきません。新しい換地の位置で換地の調整ですから、青の部分

が市の土地になるから、Ａさんとここ土地と交換どうですかという話になる訳です。 

 Ａさんが赤のところを持っていて、Ａさんが青のところへ行くようになっているので

しょう。 

 そうだけど所有権を売却して。 

 売却しているけど、そうしたら青のところが市の土地になるのですね。 

 そうです、市の換地になる。 

 換地になる。 

 はい。だから、皆さんが意見書を出されているのが、換地に関する意見書ですから、

その換地を調整する。だから、青の部分が調整地になる訳。 

 調整地になる。 

 はい。だから、赤の部分はもう余り考えない方が。 

 会長、ちょっとよろしいでしょうか。 

 ■■委員。 

 だから、要するに２つに分けて、まず審議事項を認めるかどうかいうことと、あとは

私も付帯意見が守られているのかどうかちょっと疑問に思うことが多いのですよ。その

分けで、審議事項は先にというのがよろしい。といいますのは、本来この付帯意見によ

ると調整用に使うとなっている。前回の時も前々回かな、お話ししたのですがこれは確

かに。 

 会長。今のことはきちっとされてないの。それでは駄目なのでもう一度話されたこと

に賛成か反対かきちっと採決して今の話になればいいですが、採決していないのにまた

ずっと同じ話をしている。 

 良くご覧になるとこれをね、ここの計画道路、ここも計画道路です。 

 話が違うでしょう。 

 そういうことであれば、これは調整用ではなく道路工事用として、もし仮換地指定行

為をしているのであれば、付帯意見をないがしろにすることではないかということを言

っているのです。 

 会長、ちょっと。 

 まだこれはお話ししていないことなのですよ。 

 ■■さんが言っている話ですけど、さっき市が言っていることに対して決をとってち

ゃんと賛成か反対をとって、それから■■さんの話になるのではないでしょうか。次に
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進んでいるから、また同じ話になっているのです。 

 ２つに分けて、審議事項についての審議はそれはそれでやっていただいて結構です。 

 一つ一つ決めていきましょう。 

 ちょっと再確認しますけれども、倉敷市の先程の回答。 

 今の議論は市が言われていることに対して、我々が賛成か反対かの決をとって、それ

から■■さんが言われることに進めたらどうかと私は言っているのです。 

 具体的には売買契約ができて、その仮換地指定について先にいきましょう。この次の

段階が公平に行われているかどうかについて意見を聞くという状況。 

 ４件についての指定、今回の諮問内容については、もう審議されたらよろしいという

こと。それは税控除のためであるからそれは決めたらよろしいということ。あとのもう

一つは別の問題です。ないがしろにしないで欲しいということの話ですから。 

 一つ一つ決めていきましょう。 

 だから、この４件の審議対象事項に関しての質問をされたけれども、まだ別途の協議

対象事項というのが付随してきますよという話をされた訳ですね。分かりました。 

 だから、今回の４件の諮問内容については従来どおりというお話を聞いているから、

従来どおりの答申案で認めてよろしいのではないかという話。それが私の考えです。 

 その部分だけなので、その補足説明をされるのに前に行かれたと理解していたので。

では委員の方にも再確認しますけれども、皆さん方が受け取られたのは、この４件に対

する市の回答で特に追加等はないということでよろしいですか。 

 

 〔「はい」との発言あり〕 

 

 従前どおりの仮換地に対する付帯事項のとおりを再確認すると、そういう付帯事項を

つけるということでよろしいですか、そういう解釈していますね。では、今回の４件の

仮換地の指定に対する審議事項については、その付帯意見をつけた状態で了解をすると

いうふうに決をとりますので、反対等なければ賛成ということにしたいのですが、よろ

しいですか。 

  

〔「はい」との発言あり〕 

  

はい。では、特に反対がないということにいたします。 

 ありがとうございます。それでは、答申書を今お配りさせていただいて、前回と同様

という今ご意見いただきましたので。 
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〔事務局 答申書文案を配布〕 

 

答申文案はこれでよろしいでしょうか。 

 

［特に発言なし］ 

 

はい。特に異論がないようですので、そのように確認をさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 それでは、今日の主たる審議事項である１３号議案については、以上で確認終了とし

ますということになりますが、次回以降については市とすればいつごろの予定というこ

とですか。 

 はい、よろしいでしょうか。 

 まず、何をやるかということです。 

 はい。そのことを述べさせていただきます。次回２４回の審議会でございますが、昨

年１２月１５日に配付いたしました区画整理だより№３７に記載しておりましたとおり

現在土地の買収を行っておりますが、先ほど申しましたように今年度、この３月末を目

途に終了する予定でございます。ただ、今も建物調査等を行い、金額提示する予定の方

が数名おられますし、これが３月末まで期間がございますので、また新たな売却の話が

出てくるやもしれません。その状況等を勘案しながら、また今日冒頭で審議会の公開要

領、それから話はちょっと調整できませんでしたけれども、軽微な変更等についてその

積み残した内容と仮換地の指定が新たに出てくるのであれば、そういうものが出てきた

状況等を踏まえながら次回の審議会は開催させていただくように考えておりますが、今

のところ時期的には、４月には定期人事異動等もございますので、４月、５月ぐらいで

開催させていただいたらと思っております。また、事前に日にち等が参りましたら日程

調整を委員の方々にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。以上でござ

います。 

 今の市の説明について、それで一応各委員の方はその予定でよろしいでしょうか。は

い、■■委員、どうぞ。 

 先ほどお話ししたように、審議会の同意事項ないし意見書に関していずれも付帯事項

が付いたりしている訳ですよ。同意事項のうちでは換地設計に関する１期の１５回目の

時かな、いわゆる意見書提出者、換地変更を願い出た方で不採択になった方等について

はできる限り調整を図るという付帯意見、それから今回４回にわたる、いわゆる税控除

のための換地指定についてもいずれも先ほどお話ししたような付帯意見が付いている。

これは多分施行者側は付帯意見について忠実に守っていただけるものという前提でつけ
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てあるのだと思うのです。また、施行者側もその付帯意見を満足させるべき努力をされ

ていると思います。先ほどお話ししたように、例えば仮換地指定のところが本当にどう

いう調整のために使われたのか。これは換地設計に同意あるいは同意事項ですから同意

したことに対する付帯意見、できる限り調整をするということ、連動している訳。した

がって、どういう調整をされたのかというのはいずれも前の議事録を見ても、お話しし

ますということになっていますので、いわゆる付帯意見を出していることについてやは

り審議会の意見は尊重していただいて、お約束されていることはきちっと守って欲しい

というのが私のお願いです。 

 今の■■委員の要望に関しては、倉敷市としてはいかがですか。 

 はい。 

 はい、どうぞ。 

 貴重なご意見をいただきましたので、これを尊重しながら進めていきたいと考えてお

ります。以上です。 

 では、一応時間ぎりぎりにはなりましたが、本日の予定は一応これで終了ということ

になりますが、他に何かないですか、あれば。はい、どうぞ倉敷市。 

 事務局から失礼します。先ほど次回の予定を申し上げましたが、仮換地指定について

ということを踏まえておりますので、個人情報等の扱いについて、会長の方からお諮り

いただければと思います。 

 どういうことですか。 

 次回「非公開」ということでお願いをしたいということですが。次回の仮換地指定等

についての審議の予定をさせていただいておりますので、「非公開」で。 

 今はまだ決められないのでしょう。出るかもしれないという話、今はこれでとりあえ

ず懸案事項はゼロになったはずだから、今日「非公開」という決定をするべき要因はな

いのではないの。強いて言えば、私とすれば今日前半で問題になったことに関しては、

当然別便で本当はそこだけでも審議会を最低一回は開いて討議すべきだと感じておりま

すが。 

 はい。 

 はい、市、どうぞ。 

 今、「非公開」ということを事務局の方からお話ししたのですが、今回同様に仮換地

の指定について同じような諮問の案件が出れば「非公開」にさせていただけたらという

ことでございます。だから、これが実際出てくるか出てこないか分からないのですが、

出てくれば「非公開」とさせていただきたいという事務局の考えでございます。よろし

くお願いいたします。 

 出てくればですね。では、ほかの委員さんはそれでよろしいですか。■■委員、どう
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ぞ。 

 議事の運営その他は会長が責任を持たれるべきでありますから、次回の審議会の招集

権は市長が持っている訳でね、それによると目的等は書かないといけないことになって

いますよね。その目的、会の目的を見て、要するに会長がこれは公開にしてもよろし

い、ここの部分は非公開にしなければいかんということがあれば、あるいは前半は公開

にしても、途中で傍聴者は退席していただいて非公開にするということで構わないので

はないですか。一体何を議論するかというので決められたらいかがかと思います。 

 当然ですね。ただ、そのためには１つ倉敷市の対応に、会長としての苦言を呈してお

きます。今日諮問書というような形で来ているのですが、しばらく前までは会長なりに

事前に会議を開いてくださいという形で文書が出ていたのが、いつの間にかそういった

文書が出なくなった。そのことについてどう考えておられるのかを是非確認しておきた

いと思うのです。それでは、ちょっと１０分ほど超過しましたが、そのような形で今日

は決定をしましたということで、次回以降については案件等が出てからの状況、市の開

催要請等によって「公開」、「非公開」等は決めていくということで、本日は終了とさ

せていただきたい。 

 １点だけ。 

 どうぞ、■■委員。 

 済みません。次回、やはりこういっただらだらした審議会は駄目だと思います。だか

ら、決着することは決着しなければいけないと思うので、さっき会長が言われた件はど

うされるのですか。もうしないのですか。 

 というと。 

 いや、懸案事項で残っていることがありますが。 

 もちろん■■委員が言われたこと、破棄にされた訳ではないので。 

 しないのですね。 

 いえ、もちろんします。 

 するのですか。 

 はい。だって倉敷市もそれについてはすると、していただいてよろしいという答弁を

今日されました。 

 ４月、５月にということですね。 

 だから、倉敷市とすれば、仮換地指定等の案件が出たものと抱き合わせての開催と考

えておられるのでしょうが、会長とすれば本来は抱き合わせではなくて、別途懸案事項

としての審議会の議事録の扱い、解釈と軽微な変更ではない部分があるのではないかと

いう■■委員の発言に関しては当然別途、次回の審議会の前に本来なら話し合って確認

なり了解というようにしておくべきだと思っております。 
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以上です。では本日はみなさんありがとうございました。終了いたします。 

 

 

５ 閉 会 




